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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和５年第１回定例会３月会議） 　教育総務課　子育て係

　議案第３９号　かつらぎ町教育・保育の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例

４．概要

　　町内に住民登録があり、こども園等を利用している子どものうち、０歳から２歳の第
　１子の利用者負担額（保育料）を無償化します。
　　これにより未就学児の利用者負担額（保育料）は完全無償化となります。

　(施行期日：令和５年４月１日)

　　安心して子どもを産み育てる環境を整え、子育てしやすいまちづくりを進め、子育て
　世帯の経済的な負担の軽減を図るため、所要の改正を行おうとするものです。

１．議案名

　制定について

２．背景・経過

　　令和元年１０月から国の幼児教育・保育の無償化により、３歳から５歳の利用者負担
　額（保育料）が無償となっています。
　　こども園等の０歳から２歳の第２子以降の利用者負担額（保育料）については、国・
　県の助成による無償化とあわせて、令和５年４月１日から町独自施策により無償化する
　こととしています。
　　全国において利用者負担額（保育料）の完全無償化の自治体が出てくる中、国の少子
　化対策の動向も踏まえ、子育て支援の更なる充実と子育て世帯の転入増を目指して、０
　歳から２歳の第１子の利用者負担額（保育料）を町独自施策として無償化します。

３．趣旨・目的
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